
番号 項目 質問内容 回答

1 仕様書関係 現在の供給会社を教えて下さい。

2 仕様書関係

入札対象施設の現供給者を教えてください。（切
替時に必要となります。）最終保障契約の場合
その旨お知らせいただけますか。別途必要書類
の提出が必要となる場合がありますのでご了承
いただけますか。

3 仕様書関係

現在の計量日を教えていただけますでしょうか。
すべての施設の調達期間の開始日は令和6年
12月1日で統一されていますが、すべて01日程
でよいのでしょうか。

4 仕様書関係 各施設の現在の計量日を教えてください。

5 仕様書関係
現供給の計量日が1日以外の場合、弊社に切り
替わった際は「1日」に変更となりますので、ご容
赦いただけますか。

6 仕様書関係
計量日はご使用期間末日の翌日0:00となります
のでご了承いただけますか。（例：使用期間が
3/1～3/31の場合、計量日は4/1　0:00）

7 仕様書関係
初めて旧一般電気事業者から新電力に切替す
る施設がありますか。また、自動検針装置（ス
マートメーター）の設置の有無を教えてください。

ございません。
全施設とも自動検針装置（スマートメーター）が設置されています。（仕様書別表１の
とおり）

9 入札関係
入札書に記載する日付の指定（開札日等）はあ
りますでしょうか。

10 入札関係 入札書に記載する日付に指定はございますか。

県立学校等（飯山高等学校以下105施設）で使用する電気　質問回答

株式会社Ｖ-Ｐower様です。
最終保障供給契約には該当いたしません。

現在の計量日は各月末日24時00分です。
また、調達期間の開始日は、全施設とも令和６年12月１日です。

計量日時は原則各月末日24時00分とします（契約書（案）第８条第２項のとおり）。
ただし、契約書の内容については落札後に協議可能です。

開札日当日の日付（令和６年10月10日）をご記入ください。

8 仕様書関係

契約期間中に建替えや増築、トランス増量や受
変電設備および引き込み位置の移設・変更等、
電力の契約に影響するような工事が予定されて
いる施設がありましたら、対象施設と工事内容を
教えてください。

令和６年９月現在、以下の工事が予定されております。

【東信教育事務所】
空調設備更新工事（R6年度）
※キュービクル増設。

【県立高校】
〇受変電設備に影響する予定工事
・松本工業高校：受変電設備のキュービクル化工事（R6年度）
・諏訪二葉高校：受変電設備擁壁改修工事（R6年度）
・上田高校：キュービクル、管理棟3階電灯盤内開閉器交換工事
・長野東高校：受変電設備のキュービクル化工事（R7年度）
・小諸商業高校（R6～R7年度）
   新棟、音楽ホール、大体育館、部室棟 新築工事
　 北校舎、南校舎、昇降口棟 改修工事
   大体育館、部室棟、合宿所等 解体工事

〇受変電設備に影響する可能性がある予定工事
・伊那北高校（R7年度）
   仮設校舎設置工事
　 小体育館等 解体工事
・須坂創成高校：須坂新校施設整備（R7年度～）
　 プール、更衣室等 解体工事
・佐久平総合技術高校臼田キャンパス 中校舎
   断熱化、LED化改修工事 等（R6年度）
・屋代高校 普通教室棟
   断熱化、LED化、屋根改修工事 等（R6～R7年度）
・松本県ヶ丘高校 普通教室棟
   断熱化、LED化、屋根改修工事 等（R6～R7年度）
・松本美須々ヶ丘高校 普通教室棟
   断熱化、LED化、外壁、トイレ改修工事 等（R6～R7年度）
・須坂高校 混合教室・普通教室棟
   断熱化、LED化改修工事 等（R6～R7年度）
・小海高校 南校舎
　 断熱化、LED化、トイレ改修工事 等（R7年度～）
・阿智高校 管理教室棟
　 断熱化、LED化、トイレ改修工事 等（R7年度～）
・白馬高校 本校舎
 　断熱化、LED化、トイレ改修工事 等（R7年度～）

【県立長野図書館】
・受変電設備改修工事（現在施工中R7.3月まで）
・LED化（R6年度後半～R7年度）



11 入札関係

公告において、入札保証金、契約保証金の免除
要件が記載されていますが、免除の具体的な要
件についてご教示ください。例えば、入札保証金
について財務規則第127条にある、「契約を締結
しないこととなるおそれがないものであると認め
られるとき」とはどのようなことを指すでしょうか。
また、契約保証金について、財務規則第143条
（3）号にあるように、契約の履行の実績を所定
の様式でご提示する必要があるでしょうか。

12 入札関係

入札保証金また契約保証金につきまして、実績
報告することで保証金免除となりますでしょう
か。また免除規定や免除のための提出書類を具
体的に教えていただけますでしょうか。

13 入札関係

別紙様式3の「電気料金総額積算内訳書」です
が、入札説明書４に単価は１円未満の端数含む
ことができると記載がありますが、基本料金及び
電力量料金の毎月それぞれの計算は、計算式
のとおり、小数点以下切捨てとし、表示は少数点
第２位までの表示のままでよろしいでしょうか。

端数処理は以下のとおりとしてください。
　・基本料金と電力量料金・・・単価・小計ともに小数点第3位以下切り捨て
　・月額計・・・小数点以下切り捨て
　・総価・・・小数点以下切り捨て
　・税抜合計・・・少数点以下切り捨て（月額計の合計となるため端数の発生なし）

14 入札関係

入札書（別紙様式1）の電気料金総額は、電気料
金総額積算内訳書の「合計金額」（エクセルI列
21行）ではなく、税抜単価で計算した「計」（エク
セルI列19行）の金額でよろしいでしょうか。

ご認識の通りです。

15 入札関係

入札書（別紙様式1）の基本料金単価及び電力
量料金単価は税抜単価を記載することでよろし
いでしょうか。税込で記載した場合の電気料金
総額は税抜単価で計算した「計」（エクセルI列19
行）の金額でよろしいでしょうか。

基本料金単価及び電力量料金単価については、税込、税抜表示とも可ですが、税込
単価を記載される場合は総価表示である旨を、税抜単価で記載される場合は消費税
別表示であることを明記ください。
また、税込で記載した場合の電気料金総額は税抜単価で計算した「計」（エクセルI列
19行）の金額を記載してください。

16 入札関係 契約書案はいただけますでしょうか。 契約書（案）については公告掲載ページで提供しています。

17 入札関係
開札結果について、公開方法、公開範囲および
公開予定時期を教えていただけますか。

落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、次の各号に掲げ
る事項を県報により公告します。
(１)　落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
(２)　契約に関する事務を担当する部等の名称及び所在地
(３)　落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(４)　落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
(５)　落札金額又は随意契約に係る契約金額
(６)　契約の相手方を決定した手続
(７)　一般競争入札又は指名競争入札による場合には、一般競争入札又は指名競争
入札の公告を行つた日
(８)　随意契約による場合には、その理由
(９)　その他必要な事項

なお、落札者が決定したときは、速やかに落札者に口頭又は電話によりご連絡しま
す。
また、落札者とされなかった入札者については、入札説明書７（4）のとおりです。

18
入札関係
契約関係

税抜単価で電気料金総額積算内訳書を作成し
ますが、契約書・電気料金の請求金額を算出す
る際は、税込単価で算出となりますがよろしいで
しょうか。

了承します。

19 契約関係

契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過し
た場合、仕様書記載の契約電力での申込が一
般送配電事業者に却下される可能性がございま
す。その場合は超過した契約電力でのご契約と
なりますが、ご了承いただけますでしょうか。

了承します。

20 契約関係
契約書の条文に記載が無い事項を補完するた
め、当社の基本契約要綱を添付した協議書を締
結させていただくことは可能でしょうか。

落札決定後協議することとします。

21 契約関係
契約書締結後、契約書に記載がない事柄で弊
社が協議を申し出た場合、応じていただけます
か。

協議可能です。（契約書（案）第19条参照）

22 契約関係

現在の世界情勢を受けて燃料価格高騰等によ
る状況変化や国の制度変更等による単価の見
直しが行われる場合、協議に応じていただけま
すでしょうか。

協議可能です。
（契約書（案）第７条及び第19条第２項参照）

23 契約関係

地域の旧一般電気事業者が料金を改定した場
合や、市場価格の変動又は経済状況等の変動
があった場合は、協議の上、契約単価等の変更
は可能ですか。

協議可能です。（契約書（案）第７条及び第９条第１項参照）

入札保証金及び契約保証金の免除要件は以下のとおりです。

１　入札保証金の免除要件（財務規則第127条各号のいずれかに該当）
　(1)入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保
険契約を　締結したとき。
　(2)入札に参加しようとする者が政令第167条の５第１項の規定による一般競争入札
に参加することのできる者の資格を有する者であって、契約を締結しないこととなるお
それがないものであると認められるとき。
 
　財務規則第127条(2)「契約を締結しないこととなるおそれがないものであると認めら
れるとき」については、入札参加資格書類及び過去２年以内に本県との契約を締結し
ないことを理由として入札参加停止となった経過の有無等を確認し、総合的に判断い
たします。
　
　なお、提出書類は入札参加資格申請時には必要ありません。また、入札保証金が
免除されるかどうかは、入札参加資格等の確認結果についての通知に明記します。

 
２　契約保証金の免除要件（財務規則第143条各号のいずれかに該当）
　(1) 契約人が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した
とき。
　(2) 契約人が過去２年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
契約を２回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を
確実に履行するものと認められるとき。
　(3) 契約金が100万円未満であり、かつ、契約人が契約を確実に履行するものと認
められるとき。

　なお、提出書類については、上記に該当することを証明する書類を契約締結日まで
に提出いただきますが（様式任意）、詳細は落札決定後協議することとします。



24 契約関係

契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉鎖
や移転等により電力を供給停止する施設がある
場合、別途書面にて申込みを頂かないと対応で
きませんのでご容赦いただけますか。

了承します。

25 契約関係
中部電力ミライズ株式会社が実施している電気
料金軽減策については適用いたしませんがご了
承いただけますでしょうか。

了承します。

26 契約関係

弊社が落札し契約となった場合、中部電力ミライ
ズ株式会社が独自で行っている負担軽減策（毎
月の燃料費調整単価から1.74円/kWh（税込）を
割引）の適用はできませんがご了承いただけま
すでしょうか。この負担軽減策の延長となった場
合も、適用はできません。

了承します。

27 契約関係
蓄熱割引等の適用ができませんが了承いただ
けますか。

了承します。

28 契約関係

①契約書（案）第9条の燃料費調整について、
『中部電力ミライズ株式会社が業務用電力需要
家に適用する燃料費調整額』とありますが、中部
電力ミライズ株式会社が独自に行う値引き（基本
契約要綱等以外の供給条件に基づく調整）は含
まないという認識でよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

29 契約関係

弊社では、毎月の燃料費等調整額の計算にお
いて、
旧一般電気事業者が電気需給約款に定める算
定諸元（基準燃料価格等の算出係数や算定式）
を用いて計算しますが、
これについては、供給開始時点における算定諸
元を、供給期間中継続して用いて、計算すること
でよろしいでしょうか。
※算定諸元とはその月の燃料費等調整額の算
定に用いる数値および算定式の事であり、ご契
約満了まで燃料費等調整額（○．○○円）を固
定するお願いではありません。

了承します。

30 契約関係

供給期間終了までの間に、基準燃料価格等算
定諸元の見直しを行う際には、基準燃料価格等
算定諸元のみでなく、従量料金単価も併せた見
直しを行うこととなりますがよろしいでしょうか。

協議可能です。（契約書（案）第７条及び第９第１項参照）

31 契約関係

契約書提出時期について、入札説明書9（1）に
「契約の相手方として決定した日の翌日から起
算して7日以内」とありますが、弊社落札となった
場合、事務処理等の関係で７日以内の提出は難
しいですが、提出期限を延長いただくことは可能
でしょうか。また提出は郵送提出でよろしいで
しょうか。

落札決定後協議するものとします。

32 支払関係

ご請求について、弊社では供給施設内にご入居
されている企業様に対して個別に請求書を発行
することが出来ません。ご了承いただけますで
しょうか。

了承します。

33 支払関係

料金のお支払いについて契約書案に受注者の
指定する口座に振り込むとありますが、口座へ
直接ご入金いただく場合、振込手数料はお客さ
ま負担となりますが、よろしいでしょうか。
また、それ以外に口座振替による引き落としなど
をお願いすることはできますでしょうか。（口座振
替による引き落としの場合は手数料はかかりま
せん）

振込手数料について、本県負担であることについては了承します。
また、支払方法の詳細は、落札決定後協議することとします。

34 支払関係

入札金額の算定方法に関わらず、実際の電気
料金ご請求時には基本料金、電力量料金（燃料
費調整額含む）は小数点第３位を四捨五入し、
再生可能エネルギー発電促進賦課金および合
計金額は円未満切り捨てとさせていただき、契
約単価は税込みとなりますがよろしいでしょう
か。

実際の料金の算定については契約書にて定めます。（契約書（案）第９条参照）
なお、契約書の内容につきましては、落札決定後に協議可能です。

35 支払関係

請求時の電気料金の計算方法は基本料金、電
力量料金、燃料費調整額それぞれ銭未満四捨
五入とし、それらの合計した金額を円未満切り捨
てとなりますがよろしいですか。

了承します。

36 支払関係

検針結果（最大需要電力、使用量、30分値デー
タ等）については、弊社WEBサービスに登録いた
だくことで確認可能となりますが、お客さまご自
身でご確認いただけますでしょうか。（検針票お
よび請求書は書面により送付いたします。）

落札決定後協議することとします。

37 支払関係

仕様書4（2）に「各施設の使用電力量～翌月５営
業日以内に発注者に対して情報提供するものと
する」とありますが、弊社では使用電力量等また
請求明細のデー
タ提供は、web上で閲覧並びにダウンロードがで
きる無料サービスがございますので、こちらの
サービスをお客様にてご利用いただくことでよろ
しいでしょうか。

落札決定後協議するものとします。

38 支払関係

１施設の電気料金のお支払いを複数で分担して
支払いされることはございますか。（例：庁舎〇
〇円、売店〇〇円等）。ある場合は、対象施設と
分担数を教えてください。また分担後の支払金
額について毎月弊社に通知いただきます。な
お、分担後の請求書の発行はできませんがよろ
しいでしょうか。

今回の調達案件にそのような事例がないため、問題ございません。



39 支払関係

電気の契約を締結した場合には、その契約内容
を1年間継続していただくことを原則とし、1年未
満のご使用の場合は、臨時電力の料金が適用
されます。契約を締結した後、1年に満たないで
契約を廃止される場合（または契約電力等を1年
に満たないで減少される場合）は、当該部分に
ついて臨時電力を適用したものとして後日料金
を精算することは可能ですか。

契約書（案）第15条の通りです。


